
今回、私たちが起こした２つの裁判に原告として参加いただき、ありがとうございます。
原告として参加するにあたって、次の手続をお願いします。
(1)　本書面の以下の項目について記入して、末尾にご署名の上、①郵送、②ＦＡＸ、③メールに添付の
いずれかの方法で返送して下さい。

(2)　参加費として、原告1名につき千円（原告３名なら３千円）を裏面記載のゆうちょ銀行の口座までお
振込み下さい。　

(3)　戸籍謄本をご用意ください。（後日届く(4)の書類と共に返送していただきます。）
(4)　本申込書が届きしだい、こちらから訴訟委任状等の書類をお送りしますので、見本を参考に記入の
上、早急に返送して下さい。

原告に参加する方は、至急、２つの書類（訴訟委任状・戸籍謄本）を裁判所に提出する必要があります。　
不明な点は遠慮なく問い合わせ下さい→０９０－８４９４－３８５６（岡田）まで
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

子ども脱被ばく裁判　原告申込書

１　子ども人権裁判 ２　親子裁判

原告は現在、福島県の小中学校に通う
生徒。
　地元の市町村に対し、年１ミリシーベ
ルト以下の安全な環境で教育を受ける
権利があることの確認を求める裁判。

　原告は原発事故当時に高校生以下の子どもまたは原発事
故以後に生まれた子どもで、原発事故以後に福島県で被ばく
をした子どもとその保護者。（自主避難者含む）
　国と福島県に対し，国や福島県には子どもたちの健康を守る義
務があるのに，原発事故のあと，子どもたちを被ばくから守ろうと
せず，無用な被ばくをさせ，子どもとその保護者に筆舌に尽しがた
い精神的苦痛を与えたことを理由とする慰謝料請求の裁判。

２　記入していただきたい情報 （弁護団からの連絡に必要な情報も含みます）

現住所

記入者ご署名

原発事故当時の住所

保護者（親権者）名※

※注意　裁判所の提出書類に記載が必要なため保護者全員の氏名を記入し、さらに、保護者が親子裁判の原告に参加する方はマルをつけて下さい。

電話番号
子どもの氏名

コメント

性別

年　　月　　日

フリガナ フリガナ

フリガナ

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

生年月日（西暦） 現時点で通学する学校名等

立

立

立

立

学年
メールアドレス

２０１４年８月２９日
子ども脱被ばく裁判弁護団

〒

〒

記入日

※本書面に記入していただいた情報は裁判のためにのみ用い、それ以外の用途には用いません。

親子裁判
参加

親子裁判
参加

子ども裁判
参加

親子裁判
参加

フリガナ

フリガナ

フリガナ

１　記入していただきたい裁判の種類　
参加される裁判の数字にマルをつけて下さい（現在、福島県内にお住まいの方には１と２の両方の

裁判にご参加いただくようにご検討をお願いしています）。



※ 原告になれる方
  ① 子ども人権裁判
　現在、福島県に住む小中学生の子ども。
  ② 親子裁判
　原発事故当時に高校生以下の子どもまたは原発事故以後に生まれた子どもで、原発事故以後
に福島県で被ばくをした子どもとその保護者。（自主避難者含む）

※ 参加費
原告として参加する人数　×　千円
　ただし、①と②の両方の裁判に参加する場合でも、参加費の計算は②だけとします。

※ 申込書の返送先
〒１０７－００５２　
東京都港区赤坂８－６－１７　赤坂グランドハウス２１１　光前法律事務所　
「子ども脱被ばく裁判弁護団」宛
ＦＡＸ　０３－５４１２－０８２９（記入ページのみを送信下さい）
メール宛先　nijisaiban@gmail.com

※　参加費の振込先
銀行：ゆうちょ銀行　　　
名称：子ども脱被ばく裁判　弁護団
記号：１０２８０　　　　　
番号：７９６００１８１
　ゆうちょ銀行以外から振込む場合には次のようになります。
店名：〇二八
店番：０２８
種目：普通
口座番号：７９６００１８
口座名義：子ども脱被ばく裁判　弁護団

●

●

●

第一次締切り　　2014年 8月 25日
第二次締切り　　2014年 9月 30日
　それ以後も順次受け付けます。　

20140831

８月２９日 福島地方裁判所に提訴しました！
　8月 29 日、子ども人権裁判原告２４名と親子裁判原告８６名が福島地
方裁判所に提訴しました。提訴後、原告と弁護士、支援者が福島市におい
て記者会見を行い、「『原子力事故は起きてしまったが被ばくはそんなに怖
くないんだ』という政府の宣伝のために福島の人たちが被ばくを強いられ、
『被ばくしたくない』という声を封じられている。その異常な状況を変え
たい」と述べました。また、提訴に合わせ福島各地、北海道や仙台、大阪、
京都、兵庫、九州などでもチラシ配布が行われました。

引き続き、原告募集中です！

※ 今後、ご協力いただきたい裁判準備の概要

①　原発事故以来、子どもと家族が経験してきた体験
を、国と福島県に訴えたいこと、取り上げたい問題
を指摘する陳述書として作成。

②　子ども人権裁判の場合、自宅と通学校と通学路の
線量の測定。

③　（時間が取れる方は）裁判が開かれる各期日に、
裁判所で傍聴すること。

　以上の詳細は、改めて、ご連絡差し上げます。


